
様式第2号の2

件 名

工 事 場 所

工 期

種 別

予 定 価 格

最低制限価格

概 要

入札参加資格

）

契 約 締 結 日

受 注 者 の
住 所 及 び 名 称

角田市角田字牛舘181番地

石川建設株式会社

最 低 価 格 者
以 外 の 者 を
落札者とした理由

－

契 約 額 （ 税 込 ） 1,375,000,000円

以下余白

石川建設株式会社 出席 1,250,000,000 1 落札

株式会社松浦組 出席 1,310,000,000 4

第２回目 順位

株式会社八重樫工務店 出席 1,300,000,000 3

株式会社四保工務店 出席 1,280,000,000 2

令和7年3月26日（仮契約締結日：令和7年3月11日）

契約調書（入札及び契約方法：条件付一般競争入札）

ア　当該対象工事種類について、令和5･6年度仙南地域広域行政事務組合競争入札参
　加資格者名簿に登載されている者であること。
イ　地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ　仙南地域広域行政事務組合建設工事入札参加業者指名停止要領（平成6年訓令甲
　第2号）第2条第1項の規定による指名停止の期間中でない者であること。
エ　当該対象工事に係る設計業務の受託者でない者であること。また、当該受託者
　と資本面又は人事面において関連がない者であること。
オ　当該対象工事に建設業法（昭和24年法律第100号）第26条による管理技術者等
　必要かつ適正な人員を配置することができる者であること。
カ　建設業法第3条第2項に規定する建築一式工事の特定建設業者で、白石市、角田
　市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町内に本店・
　支店又は営業所を有する者であること。
キ　建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の建築一式工事の総合評定値(Ｐ)
　が700点以上の者であること。
ク　公告日より起算して過去10年以内に国又は地方公共団体が発注した建築一式工
　事を元請として施工した実績があること。
ケ　仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平
　成22年告示第4号）別表の措置要件のいずれかに該当しない者であること。

1,318,000,000円

令和7年1月15日仙南地域広域行政事務組合公告第1号
【条件付一般競争入札】
角田消防署庁舎建替工事一式（建築・電気設備・機械設備）

入札会の経過 （入札執行日：

【建設工事】

角田消防署庁舎建替工事

令和7年3月5日

建築一式工事

令和7年3月26日 から 令和8年3月31日 まで

角田市梶賀字高畑南９番地外

1,212,560,000円

指名者の商号又は名称
参加の
状　況

入　　札　　額
随意契約 備考

第１回目 順位


